
業 務 処 理 要 領

１ 塵芥の収集日及び収集方法は、次のとおりとする。

毎日（閉庁日を除く）午後３時までに残物のないよう収集し、搬出するこ

と。ただし、休日等が連続する場合は、委託者の指定する日時に行うこと。

２ 塵芥の廃棄場所は、留萌市の指定した場所とすること。

３ 塵芥を収集し、搬出する場合は、必ず北海道留萌振興局職員の立会を受け、

毎日、委託者に塵芥処理収集通知書を提出すること。

４ 塵芥を収集し、搬出した後は、きれいに清掃し、環境の保全に努めること。


